
- 1 -

国土審議会第３回特殊土壌地帯対策分科会(平成 18 年 12 月 8 日）

議事録

開 会

【大矢地方整備課長】 ちょっと時間には早いですが、委員の皆様方おそろいになりました

ので、始めさせていただきます。国土審議会特殊土壌地帯対策分科会の委員及び特別委員総数

８名のうち、定足数でございます半数以上のご出席をいただきましたので、ただいまから国土

審議会第３回特殊土壌地帯対策分科会を開催させていただきます。私は当分科会の事務局を担

当しております、国土交通省都市・地域整備局地方整備課長の大矢でございます。議事に入り

ますまでの間、司会を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

、 。それでは会議の冒頭につきまして 本日の会議の公開について申し述べさせていただきます

国土審議会運営規則第５条第１項の規定により、会議は原則として公開することとされており

まして、同運営規則第７条第５項の規定により、分科会にも準用することとされております。

したがいまして、本日の分科会でも会議・議事録ともに公開することとしておりますので、あ

らかじめご了承くださいますようお願いいたします。

委員及び特別委員紹介

【大矢地方整備課長】 今回の分科会は、平成１５年２月以来の開催となりますこと、また

委員の交代などありましたことから、ここで改めて委員の皆様をご紹介させていただきます。

、 。最初ですが 国土審議会の委員であり分科会長を願いしております森地茂委員でございます

【森地分科会長】 森地です。よろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 磯部美津子特別委員でございます。

【磯部委員】 磯部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 井本郁子特別委員でございます。

【井本委員】 井本でございます。よろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 江頭和彦特別委員でございます。

【江頭委員】 江頭です。よろしくお願いします。

【大矢地方整備課長】 川野信男特別委員でございます。

【川野委員】 川野でございます。よろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 髙木東特別委員でございます。
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【髙木委員】 髙木でございます。よろしくお願いします。

【大矢地方整備課長】 中村浩之特別委員でございます。

【中村委員】 中村です。よろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 なお、加戸守行特別委員は、ご都合により欠席とのご連絡をいただ

いております。

関係省出席者紹介

【大矢地方整備課長】 次に国土交通省からの出席者を紹介いたします。中島都市・地域整

備局長でございます。

【中島都市・地域整備局長】 中島でございます。よろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 安原大臣官房審議官でございます。

【安原大臣官房審議官】 安原と申します。よろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 本分科会の庶務協力といたしまして、農林水産省からも出席いただ

いておりますので、紹介させていただきます。山田農村振興局長でございます。

【山田農村振興局長】 山田でございます。よろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 齋藤農村振興局企画部長でございます。

【齋藤農村振興局企画部長】 齋藤でございます。よろしくお願いいたします。

【大矢地方整備課長】 坂本農村振興局企画部農村政策課長でございます。

【坂本農村政策課長】 坂本でございます。よろしくお願いいたします。

資 料 確 認

【大矢地方整備課長】 議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。

議事次第、座席表のほか、資料が 1 から３まで、及び参考資料となっております。以上の議事

資料につきまして不備がございましたら、お知らせくださいますようお願いいたします。よろ

しいでしょうか。

それでは以後の議事を森地分科会長へお願いいたしたいと思います。それではよろしくお願

いします。

分科会長代理の指名
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【森地分科会長】 お忙しい中、遠路お集まりいただきまして大変ありがとうございます。

最近、災害多発期に入ったんじゃないかとか、あるいは人口減でこれから地方はどうしようか

という、いろいろな議論がございます。国土形成計画で条件不利地域をいったいどうしていく

のかというのは、メインテーマの 1 つでもございます。そんな意味でここでもご議論も大変重

要かと思います。皆さんのご協力を得て、お役に立つような会にしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、本日の議事に入らせていただきます。まず第１回の分科会で分科会長代理を受け

ていただいた難波委員がその後委員を辞職されましたので、国土審議会令第２条第６項の規定

、 。 、に基づき 分科会長代理を指名させていただきたいと思います まことに恐縮でございますが

第１回から委員をお務めいただいております江頭委員に分科会長代理をお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

挨拶中島都市・地域整備局長

【森地分科会長】 それでは中島都市・地域整備局長よりごあいさつをちょうだいしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

【中島都市・地域整備局長】 それでは、開会に当たり、一言だけごあいさつを申し上げた

いと思います。

ようやく１２月も１０日近くなりまして、寒く冬らしくなってまいりました。年末で何かと

ご多忙のところ、本日はお集まりいただき、まことにありがとうございました。久々の特殊土

壌の分科会でございます。平素から私どもの行政万般にわたりまして、いろいろご指導賜りま

して、この場をかりまして厚くお礼を申し上げる次第でございます。

特殊土壌の法律、臨時措置法は昭和２７年の制定だそうでして、以来５年ごとに過去１０回

の延長を迎えておりまして、本日改めてその議論をしていただくわけでございますけれども、

ただいま分科会長からお話がありましたように、災害が、非常に雨がたくさん降るんですけれ

ども、渇水も起こるようになりまして、要するに振れが大きい──ほんとうのところはよく分

からないことがあるんですが、現象として振れが大きくなっております。めったに降らないよ

うな雨がごく頻繁に起こったりいたします。施設整備も結構進めてまいりましたんで、大きな

河川の破堤というのは少なくなってまいりましたけどなんて言っておりますと、３年くらい前

の直轄の丸山川が破堤したりしまして、久々の直轄の破堤もあったりしまして、そう油断もで

きないんでありますけども、やはり人が死ぬという局面はどうしても土砂害が多うございまし

て、がけ崩れ、土石流、土砂害では毎年というと、またこれはそういうことはあってはいけな



- 4 -

、 、 、 、いのでありますけども 尊い人命が失われるという 特に昨年の梅雨前線豪雨などでは 九州

四国中心に大変な被害がございまして、もう１つは都心の中で、大都市のど真ん中で水害が起

こって人命がということもございまして、非常に極端な現象が見られるということでございま

す。特に特殊土壌地帯では、災害のおそれが昔から非常に強いということで、防災と農業振興

という２つの柱でやってまいりました。

さらに先ほど分科会長のごあいさつにございましたように、条件不利地域を人口減少という

大きな流れも念頭に置きながら、どうしていくのかということでございます。効率性の議論、

財政の負担とか考えるといろいろ議論ございますけれども、私もそんなに現場を見る機会がな

、 、 、い中で なるべくこういろいろな方のお話を聞いたり 考えたりしているつもりですけれども

日本の国土のいろんな所で、その固有多様な文化が何となく生きているというのは、それなり

に意義あることではないかと思うんでございます。みんながどこかに効率よく集まって、それ

を精査すればいいのかという話でもないのかなと思うんでありますが、いろんなお考えがあろ

うかと思いますんで、その辺も含めていろいろご議論賜りたいと思います。

いずれにしましても、本年度で法の期限を迎えますので、今後の対策を含めて、本日は忌憚

のないご意見を賜れば、幸いでございます。簡単でございますが、ごあいさつにさせていただ

きます。ありがとうございました。

【森地分科会長】 どうもありがとうございました。

山田農村振興局長挨拶

【森地分科会長】 続きまして、特殊土壌地帯対策の取りまとめ窓口でございます農林水産

省の山田農村振興局長からも、一言ごあいさつを賜りたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

【山田農村振興局長】 ただいまご紹介をいただきました農林水産省農村振興局長の山田で

ございます。

ただいま森地会長からもお話がありましたように、農林水産省農村振興局でこの特殊土壌地

帯対策の取りまとめの窓口をやらせていただいております。非常にその農業地域が中心のとこ

ろでありまして、やはり主要な産業ということもありまして、私どもが担当しているというこ

とだというふうに考えております。委員の皆様方におかれましては、ほんとうにご多忙の中を

ご出席をいただきましてありがとうございます。また、日ごろより特殊土壌地帯対策につきま

してご理解、またご支援をいただいております。感謝申し上げたいと思います。

ご案内のとおり、この特土法につきましては国土交通省、総務省、農林水産省と、この三省
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の共管になっておりまして、この対策につきましても、治山や治水などの災害関連事業をはじ

めといたしまして、関係省庁が一体となって取り組んでおります。本日、後ほどまた担当の農

村政策課長なりからご説明をいたしますけれども、この特殊土壌地帯対策の概要ですとか、現

状、さらに課題等の資料を準備をいたしております。先ほど中島局長からお話がありましたよ

うに、災害が非常に多発しております。そういう中で、この特殊土壌地帯につきましても現在

の対策の期間中、特に平成１６年あるいは１７年と、台風による大雨被害等が多発をしたわけ

でございます。そういったことに関する資料もまたご説明をいたしたいと思います。

本日は先ほど中島局長からお話がありました、法の期限も迫っているという中で、今後の特

殊土壌地帯対策をどうやっていったらいいのかということにつきまして、十分ご審議をいただ

、 。 。きたいと考えておりますので よろしくお願いします 本日はどうもありがとうございました

【森地分科会長】 ありがとうございました。

議 事

（１）特殊土壌地帯対策の現状と課題

【森地分科会長】 それでは、議事に入らせていただきます。

、 、 、今お話にございましたように 特土法につきましては 本年度末で期限切れとなりますので

本分科会として対策の継続の是非などに関する意見を取りまとめたいと考えております。

、 、 。まずは 特殊土壌地帯対策の現状と課題につきまして 事務局から説明をお願いいたします

【坂本農村政策課長】 農村政策課長の坂本でございます。資料２と資料３をご説明させて

いただきます。

まず対策の概要ということで、資料２をごらんをいただきます。２枚おめくりをいただきま

して、特殊土壌地帯の指定の法律の考え方を記載してございます。火山噴出物などの特殊土壌

で台風の来襲頻度が高く雨量が極めて多い。そのたびに災害が生じやすく、農業生産力も衰っ

ているという地帯でございます。特殊土壌の種類７種類ということで記載してございまして、

２ページをごらんいただきますと、写真を挙げさせていただいております。

３ページでございます。その地帯の指定状況でございます。地図の緑で塗ったところでござ

いまして、全県が地帯に指定されているところが南のほうから鹿児島、宮崎、高知、愛媛、島

根ということでございます。それ以外に県の一部地域指定で９県指定されているということで

ございます。

おめくりをいただきまして、４ページ、法律、先ほどごあいさつにございましたように、５

年ごとに１０回延長されてきておりますということでございます。



- 6 -

。 、 、さらに５ページをごらんいただきます ここの表にございますように 法律に基づきまして

５カ年計画の事業計画を定めて対策を実施してきているということでございます。それぞれ計

画額と実績額でございますが、ただ１１次、直近の計画につきましては、実績は調べてござい

ますが、計画ということでは定めてございません。これは５年前の法律改正、法律延長の時期

に、社会資本の五カ年計画に関しましていろいろなご議論がございまして、５年間の事業費を

確定して進めていくのはいかがなものかというようなご議論がございまして、国会の決議で制

度の抜本的な見直しという決議がございました。それに基づきまして当審議会でもご議論いた

だきまして、計画の見直しをしていただきました。ただ当初は、社会資本の見直しでは、先駆

け的な見直しでございまして、十分な見直しであったかどうなのかというご議論もあろうかと

思います。法律が来年延長されますと、来年新たな事業計画を定めるということで、また当審

議会でご審議を来年いただきたいというふうに考えているところでございます。

おめくりをいただきまして、６ページでございますが、これは法律のメリットということで

整理してございます。１番のメリットが２行目から書いてある法律でございますが、略して後

進地域開発特例法といってございますけれども、表３のように財政力が低い県に対しまして、

国の補助金等の負担率を割り増しすると、上限が２５％ということで、財政力に応じてここの

表のように率が各年で決まってございます。ただ、対象事業が限定してございまして、１級、

２級河川の流域に限定されていると。それ以外のところでは、割り増しがないんでございます

が、この法律に基づきまして特殊土壌地帯ということで指定されますと、２級河川の流域でも

ない山の上のほうだとか、小さな河川の山の治山対策につきましても、国の補助率の割り増し

がありますとか、あるいは農地に関しましては、農地防災とか暗渠排水とか客土という個別の

事業に割り増しがないんでございますが、この地帯では割り増しがあるということになってご

ざいます。

また （３）のイでございますけれども、シラス地域の農地保全事業に関しましては、県の、

負担額に関しまして、特別な地方交付税措置があるということになってございます。

また表の３をごらんいただきますと、幾つかの点で予算措置の特別措置があるということで

ございます。これが概要でございます。

続きまして、資料３をごらんいただきたいと存じます。１枚おめくりをいただきまして、構

成といたしまして、対策の実施状況、対策の効果、対策の必要性という３部構成になってござ

います。おめくりをいただきまして、１ページでございますけれども、対策の実施状況という

ことで、左のグラフをごらんいただきます。これは事業費の計画、あるいは実績額ということ

でございますけれども、ごらんいただきますように第９次、これは平成４年から８年でござい

ますが、これをピークに直近に向けてかなり下がっているという状況でございまして、この第
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１１次は、第７次レベル。第 7 次では、昭和５７年から６１年当時の実績レベルということで

ございます。

おめくりをいただきまして、特殊土壌地帯の指定の面積が全体で左の下のグラフでございま

すが、面積的に全国シェアで１５％ということでございますが、それに対しまして、対策事業

という意味では、シェア的にはそれよりも大きい１７％ということでございますのと、左上を

ごらんいただきますと、個別の事業で、全国比のシェアを挙げてございます。治水ダム、道路

防災、農地防災、急傾斜地対策といったことは、かなり全国シェアの中で高くなっているとい

うことでございます。

おめくりをいただきまして、３ページでございます。法律によるメリットでご説明をいたし

ましたが、まず左側のグラフでございますけれども、これが国の負担額の実際の割り増し額で

ございます。鹿児島県を筆頭に６億程度、国の負担を割り増しているということでございまし

て、全県指定の５県が、やはり上位ということで、左側にのぼっているところでございます。

また右下の表をごらんいただきますと、これはシラス対策の農地保全にかかる地方交付税措

置の実際の額を各年平均でも挙げてございますが、大体、総額で７億以上地方交付税で特別に

各年配慮しているという実績でございます。

おめくりをいただきまして、実際の実施の事業について写真でちょっとご説明をさせていた

だきます。左側でございますけれども、これは農地の保全ということで非常に崩れやすいとい

うことで農地ののり面が崩れます。その対策のために、これは、写真は非常に見にくいんでご

、 、 。ざいますけれども この白いところは農道なんでございますが 農道をくぼませてございます

結果といたしまして、排水路を兼ねるような農道でもって、のり面の崩壊を防いでいるという

ことでございます。

右側の写真は、これは山腹の崩壊あるいは土砂の流出を防ぐために、山腹工やあるいは谷間

のダム等の事業を実施している写真でございます。

おめくりをいただきまして、５ページ左側、これは農地の保全で、農道ということではなく

て、通常の対策事業でございますが、のり面の崩壊防止のために排水路を整備し、さらにそれ

を下に流下させる集水路を整備しているということと、右側、河川事業の写真を挙げさせてい

ただいてございます。

以上が対策の実施状況でございますが、６ぺージからは対策の効果ということで挙げさせて

いただいております。左側のグラフでございますけれども、これは宮崎県における農地の対策

事業の未整備地域と整備済み区域で、その後の被災の発生状況を比較してございます。５倍か

ら４倍くらいの開きが出ているということでございます。右側のグラフは島根県における単位

雨量当たりの、農業施設の被害額の推移を記載してございまして、青の折れ線をごらんいただ
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きますと、災害被害額が非常に大きく減少してきているという資料でございます。

おめくりをいただきまして、治山事業の対策効果ということの資料でございますが、左側の

写真のように平成１５年に土砂崩れが起こってございます。それに対しまして、右のような対

策事業を実施してございますが、ここで申し上げたいのは、平成１５年の雨量を上回る豪雨が

平成１８年にございましたが、何ら災害が起きなかったということを申し上げたいということ

でございます。

おめくりをいただきまして、８ページは砂防事業の効果ということで資料を挙げてございま

、 、 、すが 写真のように砂防堰堤 これは河川水を透過させる型の砂防堰堤でございますけれども

平成１７年豪雨の土砂、あるいはこれは流木を大きくせきとめているというふうな写真でござ

いますけれども、実はこの写真にあります山川温泉街というのは下の灰色の枠に書いてござい

ますように、昭和２８年に５８名の死者・行方不明者を出すという大災害があった地域でござ

いますが、同程度のこの１７年の豪雨の際は、そういった災害が起きなかったということでご

ざいます。

おめくりをいただきまして、農業の生産力の向上といった意味での効果を幾つか挙げさせて

いただいてございます。一番左でございます。甘藷、さつまいもの作業時間がどのくらい減っ

たのかということで、それぞれの作業に対する作業時間を挙げてございますが、計のところを

ごらんいただきますと、減少率ということで、約３割くらい作業時間が減っているということ

でございます。高性能の機械を入れることによった効果ということでございます。

また真ん中でございますけれども、茶の生産量あるいは生産面積、非常に今拡大をさせてい

ただいているところでございますが、単収も非常に伸びている。これは、やはり機械化なり土

壌改良というふうな効果があらわれているということでございます。また左でございますけれ

ども、排水性の向上を土壌に対していろいろ行っているということの結果、高収益の５品目が

栽培できるようになったというふうな資料でございます。

おめくりをいただきまして、１０ページは平成１７年の非常に被害が大きかった台風１４号

の被災の状況等の資料でございますが、右側の写真をごらんいただきますと赤い枠で囲ってい

、 、るところは 砂防堰堤によって土砂の流出をせきとめたといったところでございますけれども

黄色い矢印のように堰堤のなかったところは土砂が大変流出したというふうな状況と、左側の

地図は、赤い枠あるいは緑の枠のところで農地の保全事業を行ったところでございます。それ

に対しまして丸いポツが、それぞれの災害の発生状況を記載してございまして、枠内は非常に

少ないということをごらんいただけるかということでございます。発生件数で５分の１、発生

被害額で１０分の１程度だったということでございます。

以上が対策の効果ということで、幾つかの資料をごらんいただきましたが、さらなる対策の
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必要性ということで１１ページ以下ご用意してございます。

近年におきましても、災害がまだまだ発生が続いているという資料でございますけれども、

１２ページをごらんをいただきたいと存じます。水害被害額ということでございまして、左側

、 。 、のグラフでございますけれども 白いところが全国の水害被害額でございます 青のところが

これは全県指定されている県が５県ございますが、この５県で国土面積比で１０％でございま

す。なかなか１０％を上回っているか見にくいところでございますので、右側のグラフをごら

んいただきますと、１００が全国の平均で面積比、あるいは人口比、所得比ということで、

１００を大きく上回るような年が多々発生しているという資料でございます。このエリアは、

非常に災害が発生しやすいエリアがまだ続いているということでございます。

続きまして、１３ページでございます。全国的な問題といたしまして、集中豪雨の発生件数

が、最近どうも増えているようだというふうに言われてございますが、左側のグラフでござい

ますけれども、先ほど挙げました全県指定されている県のデータということで、挙げさせてい

ただいてございます。２０年前、３０年前の発生件数の平均回数に比べまして、直近の平均発

生件数が１.６倍ということでございまして、これは全国の豪雨の発生件数の比率をかなり上

回っているというようなことの状況でございます。

続きまして、１４ページでございます。事例ということで、集中豪雨の被害の発生がこのよ

うに発生するという資料でございますが、平成１６年８月の台風１５号におきまして、連続雨

量で２３０ミリだったんでございますが、左のグラフのように、１時間当たり５０ミリを超え

る時間帯が２時間ございました。その関係で災害件数といたしましては、土石流３７件、がけ

崩れ３２件など、合計７１件というように、２時間だけ５０ミリを超えるだけでもこのような

災害が発生する、非常に困った状況でございます。

そういうような中で、１５ページでございます。特殊土壌のエリアということで、全県指定

されている５県のデータで挙げさせていただいてございます。急傾斜地崩壊危険箇所、地すべ

り、これは農水省と国交省の箇所がございます。あるいは山地災害の危険地区数ということで

全県指定されている件数を挙げてございますが、一番下の数値をごらんいただきますと、全国

比で面積的には先ほど１０％ということで申し上げましたけれども、それぞれかなり上回る箇

所指定数がされているということで、特殊土壌地帯は非常にやはり危険な箇所のままであると

いうことを示した資料でございます。

１６ページ以降に災害の発生状況につきまして、写真でお示しをしてございます。平成１６

年、非常に台風が多かった年でございまして、左側がシラス台地の土砂崩れ、右側が土石流の

発生の写真でございます。

１７ページものり面崩壊ということで、シラス地帯を左側の写真、赤ホヤの地帯をこの程度
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ののり面でもすぐに崩れるというようなことで、写真を挙げさせていただいてございます。

１８ページは、これは農業生産性でまだまだ問題がございますという資料でございまして、

右上のグラフをごらんいただきます。水稲の平年収量の推移ということで挙げてございます。

赤の折れ線が収量ということで、大分伸びてはきてございますが、全国比ということの棒グラ

フでごらんをいただきますと、まだまだ全国に対しては９２％レベルだということと、小麦に

関しましても平年収量は伸びてございますが、やはり同様に全国比では、７５％レベルにとど

まっているということでごらんをいただきたいと存じます。

１９ページの資料は、一方でお金が非常にかかるということの資料でございまして、左側の

資料は、これはのり面崩壊のために鉄筋の挿入工など、特別な事業を実施しなくてはいけない

というふうな資料と右側、濃密に対策事業を実施しなくてはいけないということで、通常の事

業を実施する際にも、多分に多くの費用がかかるというふうなご説明をさせていただきたいと

思います。また資料としては挙げてございませんが、文章的には土壌改良という意味で、客土

等の余計な費用がかかるということを、ご理解をいただきたいということでございます。

２０ページは、先ほどの濃密な工事の実例ということで、ここまで細かく階段的な工事を実

施しているという事業実施事例の写真を、挙げさせていただいているところでございます。

以上、資料のご説明とさせていただきます。

【森地分科会長】 どうもありがとうございました。ただいま事務局から特殊土壌地帯対策

に関する説明をいただきました。今後の特殊土壌地帯対策のあり方などに関して、各委員より

現場の状況あるいはご専門の立場などを踏まえて、ご自由にご意見を伺いたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。どなたからでもどうぞ。

【川野委員】 それではまずご意見申し上げます前に、１つだけご質問をさせていただきた

いと思います。今、いろんな対策事業はやっていただいておる、また財政的な措置についても

いわゆる補助率のかさ上げとか、そういうことをやっていただいておるんでございますが、こ

の財政措置の対象になっておる事業を幾つかそれぞれ出ておりますけれども、この対象となっ

ていないものとなっているものと、対象となっているもの──例えば土地の基盤整備事業とか

、 、いろんなのがあると思いますが これも全部はもちろん対象になってないと思いますけれども

そういうデータはないかもしれませんが、対象になっているものとなっていないもの、どれく

らいの割合なんでしょうか。

【坂本農村政策課長】 資料的には、資料の２の１３ページと１４ページのほうに、後進

地特例の割り増しの対象になるものとならないものということで、挙げさせていただいてご

ざいます。基本的には左以外の事業ということで割り増しにならないものについても、全部

がなるよという形で挙げさせていただいているところでございます。ちょっと比率的にどの
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くらいの比率かというのは、手元にデータがないんでございますけれども、恐縮でござい

ます。

【川野委員】 今お聞きしようと思っておりましたのは、こういう特殊な事例については

かさ上げ等の措置がありますが、実は例えば道路をつくるにいたしましても土地改良事業ま

たは、その他の一般的な道路整備とかそういうものをするにいたしましても、排水対策等で

かかり増し的な費用はかなりかかっておるもんですから、その辺のデータがあったらという

ことでお聞きをいたしたわけでございます。

【坂本農村政策課長】 失礼いたしました。そういう意味で申しますと、資料の２の１

２ページのほうに、特殊土壌地帯対策事業ということで列挙させていただいてございまし

て、今ご指摘のように、道路の事業は特別な割り増しということではなっていないという

ことでございます。

【川野委員】 それでは、若干現場の実態などについて私のほうから、現場におるのは私

しかいないと思いますので、ひとつご報告を兼ねてお話を申し上げたいと思います。

今説明の中で、こういう特殊土壌地帯はいろんな災害が発生しやすい環境下にあるという

こと、さらにまた、各事業をやることによって、それなりの効果が上がっておるというよ

うなお話もあったと思います。ただ効果の中でも、例えば農業生産性については、やる前

とやる後にするとこういう効果があったというようなデータがございましたけれども、そ

の他の地域とはまだまだ格差があるんだよというようなお話であったかと思います。あの

数字によりますと、まだまだ事業はやっていないところもある、それを全部ひっくるめた

上での平均的な数字だったろうと思いますので、事業はやった後は他の地域とどうかとい

う数字がわかりにくかったんでございますが、要するに効果という意味では、事業をや

ることによって十分な効果が上がっておるというような話であったわけでござい

ます。

しかし一方でまた、にもかかわらずと言うんでしょうか、災害の発生件数はまだまだ増え

てきておるじゃないかというようなことでございます。これは事業をやった結果、効果がな

かったんじゃなくて、災害の発生するメカニズムが大分変わってきているんだということの

証左じゃなかろうかと思います。そういう意味で私、よく残事業という話がありますけれど

も、残事業というのはこれだけの量があってこれだけもう実施をした、残りはこれだけよと

いうはかり方だけではなかなか残事業というのは、はかり得ないんじゃないか。いわゆる

気象条件とか、地域環境の変化とかということで、新たに必要になってくるものがいっぱ

いあるんじゃなかろうかなという気がいたしてございます。

特に災害については、最近発生しておる災害の中で、私ども現場で何でこんなところが災
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害が起こるのと思うようなところが起こっている。そういうところに限って死者につながっ

ておるという実態でございます。災害の予測、発生の防除対策はどういうものが必要である

かということの把握というのが、まだまだ必ずしも十分にいってないなというような感じが

いたしておるわけでございます。そういう意味で残事業がたくさんあるというふうに、私

どもは認識いたしておるわけでございますけれども、例えば私のところは鹿児島県でござ

いますが、シラス、ボラ、コラ、赤ホヤに、奄美を除いてほとんど全土が覆われておりま

す。そして、昔の集落というのはどちらかというと、がけを背後にしている集落、人家が

つくられておるんです。それは、当時はそれなりの理由があっただろうと思います。風よ

けということであったかと思います。当時は災害の発生が危険がなかったわけではないん

でしょうけれど、それよりごく身近な風よけとか、こういうことで人家の集落あ

るいは家をつくったというような状況があったやに感じております。

そしてまた、今その地域の山にしても耕地にしても、管理が必ずしも十分行われておるの

かどうかということでございます。これは管理をする人がもう高齢化になってできなくなっ

たとか、あるいは地元にいないとかということなどが、具体的な例として原因として指摘で

きないかもしれませんけど、現実にはやはりそうしたことが災害の要因になっておるんだと

いう感じを、現場で私どもは感じておるわけでございます。台風シーズンでありますとか、

あるいは梅雨シーズン、こういうときになりますと、私どもは一番心配しますのは、シラ

ス地帯の背後にがけがあるところの人家がどうなるんだということが、もうしょっちゅう

見回りをしながら、消防団の方々とも協力をいただきながら、やっておりますが、それに

もかかわらず不測の災害というものが発生しております。ということは、とにかくこうし

た状況を早く解消するための災害防災対策事業ということの進捗を早める必要があるとい

うような認識をいたしておるわけでございます。

先ほど、１１次につきましては計画はつくらなかったということでございましたけれど

も、その結果何が出てきたかと言いますと、１１次の実績はかなり落ち込んでおります。

、 、 、これはまだ１１次の結果が全部終わっておりませんけれども ９次 １０次に比べますと

実績もかなり落ち込んでおる。これは計画をつくらなかったことが原因だとは申しません

けれども、実際としてはこういうような状況であるとするならば、やっぱり計画が５カ年

になりましょうか、１０カ年になりましょうか、そうした計画というものはつくって、そ

の目標に従って事業を実施するということが、私は必要じゃなかろうかなと思っており

ます。

それから、先ほどのお尋ねしたことと関連しますけれども、対象となる事業はこういうも

のがありますが、実は現実の問題といたしましては、道路整備１つとりましてもシラス地帯



- 13 -

の場合は、排水路の大きさをどう大きくせねばいかんとか、あるいは工法を変えなければい

かんとかいうものが全部出てくるわけなんです。そうしたものを事業費が他の地域に比べま

すと、かさんでおるということなんです。この辺の対応というのがなかなかできなければ、

財政不如意のところではやりたくてもやれないというのが実態でございます。

さらにまた、今災害対策と、それから農業生産性を上げるという意味での対策が講じら

れておりますけど、実はそれだけではないんです。例えば私のところはほとんどシラスに

覆われておりますけれども、このシラス地帯のシラスの中にはシリカ分が入っておるとい

うふうに言われておりますが、私は専門でないんですけれども、ここの水はこのシリカの

非常に小さな粒子、粒子が鋭角があって、ここのシラス地帯でウエハーなどを洗浄します

と、傷がつくということなんです。そして、そうした企業はなかなか出づらい。シリカを

除去するための経費がかかるんだよというお話でございます。実はかつて鹿児島県で

も、そういうシリカを除去するための経費を、県単独で全額補助というような対

策等も講じたことがございますが、いわゆる対象になっている事業以外にも、い

っぱいそういうものがあるということを申し上げたかったわけでございます。

国土交通省にご利用いただきまして、土地区画整理事業をやっておりますが、こういうも

のでも水路の大きさというのが他の地域とは大分違った格好で、あるいはまた特殊工法が必

要であると感じがいたしておりますので、少なくとも現在の制度、これはどうしても延長し

ていただきたいなと、さらにまた額にいたしましても事業費としましても、拡大の方向でぜ

、 。 。ひお願いをしていただきたいと これは現場の声でございます よろしくお願いいたします

【森地分科会長】 どうぞ、そのほか、どうぞ。

【磯部委員】 私は島根のほうから参りましたが、災害の問題では今年の７月豪雨という

のがございまして、そのときの治山関係では、大体被害が３５６カ所にも及んでいまして、

２４億円くらいの被害が出たということを伺っています。それから、また人家に近い裏山な

んかの崩れたところも非常に数多く発生しておりまして、そういう意味でまだまだそういっ

た危険箇所というのは、たくさんあるんだなというのを改めて感じますし、それから林道

、 、関係なんかの被害につきましても２２９路線 ６４８カ所くらいの被害が出ておりまして

まだ十分回復はしていないようなところが非常に多くございます。あまり人に影響という

か、人災が少ないのは過疎県でありまして、人がそこのあたりにいないというのが原因だ

ったんだろうと思っています。そういう意味で、まだまだこの事業というのが必要なんだ

ということを、改めてこの災害をもって知ったわけですが、そのほかにたまたまこういう

委員に任命されたということもありまして、地元のそういった実施された箇所に行

って参りました。



- 14 -

そのところで、伺ったところによりますと、ほ場整備などを行っていただいた影響で、そ

の地域は過疎化に拍車がかかっていたんですが、今そのほ場整備によって人員の削減が保た

れているというか、かろうじて減少をとめていて、皆さんがやる気を起こすようになった。

それから、有機農業などを行うことで、今農業の収量なんかも３割くらい増加してきたとい

うことを非常に喜んでおられて、やる気がそういう整備をしていただいたおかげで出てきま

したということをその地域の方がおっしゃってましたことと、そういうほ場整備に伴いま

して、地域の整備を自分たちでもしなければいけないということで、国土整備ということ

で、のり面なりそういったところにお花を植えたりすることで、非常にきれいに整備され

ておりまして、そういったこともありまして、都市の人との交流も行われるようになって

まして、例えばこの夏には、日本とか韓国の子供たちのユースキャンプなんかも行われた

ということが、そのときにお話しされていまして、こういう意味では、非常に自分たちは

感謝しているということで、ぜひこういう事業をもっとほかの地域にも進めてほしいと

いうようなお話がありました。ただこの地域は、私は松江から１時間くらい車で

行ったんですけれども、その間に５カ所くらい、まだ崩れて土のうが積み上げら

れているようなところがございまして、まだまだそういった意味では、災害とい

うのがおさまっていないなというのがございます。

そのほか、先ほども申されましたけれども、急傾斜地に非常に民家が張り付いているよう

な形で建っていて、なぜ移転しないのだろうかと。私のところの学生さんが、この前、学生

、「 、 」と話している時に 自分は今まで１８年間で２回家が水害に遭って ２回建てかえました

「じゃあ、今度はもっと水害のないところに移りましたか」と伺いますと 「いや、同じと、

ころにまた建てました」と言われまして、やはり自分たちが住んでいるところからなかな

か違う災害がないところに移るというか、きれいに整備されたところに移れないんだなと

いうことも改めて感じまして、そういう整備の必要性というか、その措置を非常にお願い

したいというか、まだまだこの事業というのは、必要であるということを痛感しておりま

す。よろしくお願いしたいと思います。

【森地分科会長】 どうぞ。

【江頭委員】 九州大学農学部の江頭です。少し論点を変えてお話をいたしますと、土

砂災害というのは、発生するには素因と誘因というのが、両方絡まってないと発生いたし

ません。

資料２の１ページのところに、特殊土壌地帯の特性というのがありまして、その関連から

いきますと、１番がその素因に当たります。素因があって、そこで２、３という誘因が絡ま

って、初めて土砂災害というのが起こるわけですね。多分素因のほうは、１番のほうの、例
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、 。えば火山噴出物とか花崗岩のほうの性格は かなりわかってきているだろうと思うんですね

そういうところに、雪はないと思うんですが、雨が降ってきて災害が起こると。最近の感

じでは、２番とか３番のように誘因のほうが少し変わってきているんじゃないかと。お話

にありましたように、要するに短時間に急激に降ると、それぐらい乾燥していると。そう

いうふうにこの誘因のほうが変わってくると、またこの素因というのが変わり方が違って

くるんだろうと思うんですね。そういう意味で私としても、もう少しこれは続ける必要が

あるだろうというような気はしております。

以上です。

【中村委員】 先生のお話にちょっと関連するのかもわかりませんけれども、危険箇所と

いうか土砂災害の危険箇所はたくさんあって、まだ未整備のところもあってこれからもっ

とやらなきゃいけないということは、十分わかるんですけど、その中でその特殊土壌地帯

というのはほかと違って、違うから特殊なんでしょうけど、そこの問題で危険箇所の抽出

というんですかね、どういうところが危ないかというので、さっきおっしゃられた予想外

のところで、こんなところがというようなのがあると思うんですけど、そうなると特殊土

壌特有の危険箇所、ほかでは見られないようなある条件がそろったところで、予想外の土

砂災害が起こる可能性もあるんで、そういうのは全国一律の危険箇所の抽出というの

は、いろんな場合、全国ベースでやると大体同じような基準をもとにしてやって

いるんですけど、そこから外れて特殊土壌特有の何かそういうものを少しこれか

ら考えていって、また危険箇所が増えるような方向に多分行くでしょうし、対策

はそれなりに今までの経験で、特殊土壌特有の工法なり対策をずっと実施してき

て、その効果はあると思うんですけども、危険箇所を見つけるという面ではもう

少し特殊土壌ということを考慮した、何かプラスアルファがあってもいいのかな

という気がするんですけどね。そんな感じがします。

【髙木委員】 今まで未整備地区の話が出てきたわけなんですが、未整備地区以外でも、

かつて整備された地区で、例えばシラス台地の農地の排水システム、それから排水溝、こう

いうもので大分昔に整備されたところ、そこにおける排水路のシステムとか排水溝で、こう

いうものの耐用年数の関係で老朽化が進んでいるところ、そういうことで機能が落ちている

ようなところは、どうなんでしょうか。そういう地域は。

【齋藤農村振興局企画部長】 今、髙木委員ご指摘の点は、確かに昭和３０年代、４０年

代ごろからやってますから、水路は一般的に耐用年数は４０年といってるんですけど、近

年やっぱり施設の老朽化ということが話題になっています。ですから当然更新整備、そう

いったことも考えていく必要があろうかと思います。
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それから、その溝の形体が違うとかそういったことも当然そうで、それは設計の際に考慮

しているんですけど、特殊土壌地帯ですので、あるところを整備しても、今度はオーバーフ

ローすると、水が流れたときに、それはどこか弱いところに行くわけですね。そうすると、

また新たな水の道ができるというような問題もあります。県とか市町村とか地元の方々は経

験的に、あのあたりが弱いとか次に地すべりが起こりそうだとか、そういうことを察知し

て計画をまとめて出されるということがあります。先ほどの危険箇所の予測とかそういっ

たことは今後の課題だろうかとは思いますが、近年、防災対策というか土壌対策の傾向と

か災害がどういったところで起こっているか、そういったことを含めて、今後検討してい

く課題かなと、このように思っております。

【森地分科会長】 ありがとうございます。

【川野委員】 今の耐用年数という意味では、私はよくわかりませんけれども、特に私ど

、 、 。ものシラス地帯の場合は 災害にはまだつながらないけれども 土砂の流出が非常に多い

すぐ川が堆積をするとか、こういうことは他と比較してデータを持っているわけじゃあり

ませんけれども、地域におりますと、そういうことはよく感じておるんでございます。

【森地分科会長】 どうぞ。

【井本委員】 私、東京に住んでおりますし、あまり個別の特殊土壌の非常に難しい事情

ということはわからないところはあるんですけど、皆様の今お話を伺ったり、資料を拝見し

たりしておりまして、非常に複雑といいますか、いろいろな面で相互にかかわる。例えば、

山の管理で下のほうで災害になったりとか、人の利用、地形、地質、気象の変化、そうい

ったものが全部が絡まって、今のそういった災害が突然起こるとか、今までなかったとこ

ろに起こるというようなことが起きている気がするんですけど、そういうことを考えます

と、やはり先ほど中村先生がおっしゃっていらしたように、何かその地域の危険度マップ

とか、そういったものをつくっていくというような考え方は、例えば地震ですと地震予知

に関しては、随分国が力を入れて、危険地域を予測していらっしゃる。だから、特殊土壌

地域もそういう災害予想地マップのようなものができてくれば、県全体、あるいは市全体

の中でどういうふうに、どこに力を先に入れていくか、場当たり的というと失礼な言い方

かもしれませんけど、そこではなくて、まずは全体のトータルな流域全体で、山から海ま

でどう管理していくかというようなことを考えやすくなるんじゃないかと。

磯部先生がおっしゃっていたように、引っ越したいんだけど引っ越せないという、いろい

ろな事情はあると思いますけど、どこに引っ越していいか、どこを利用施設として利用して

いけるかということも、何かそういったマップをつくったり、情報整備をしていくと随分明

るくなるというか、透明性が高くなるんじゃないかというような印象を受けました。特に
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この特殊土壌地域の、こういう事業の特徴として河川局でやられたり、農村であったりい

ろいろな省庁にまたがって事業をなさっていらっしゃるので、いよいよ横の連携が薄くな

る可能性があると思うんですね。そういう意味では情報整備で、昔ですと図面なので、持

ち運びはなかなかできなかったですが、今ですとＧＩＳのような形にして地方インフラに

してしまえば、その１つの町の中でだれもがいつどこでどういう工事をした、どこでどう

いう災害があった、ここはどういう地形でどういう地質だというのがわかるように

なるんじゃないかと。日本の中でそういう整備が進んでいるところはあまりない

んですけど、災害というかこういう地域ですので、そういうところに力を入れて

情報からまず日本一というか、日本一情報が整備された地域というつくり方もあ

るんではないかなというような印象を受けましたので、現場の方とはまた少し離

れた見方としてあるかなと思います。

【森地分科会長】 ありがとうございます。

私からも国土形成計画の過程の中で、最初の段階から条件不利地域の政策体系を見直した

らいいんじゃないかという話をずっと言い続けているんですが、その理由は過疎法だとか

離島振興法とかたくさんあるんですが、ほとんどの中身は公共事業をやるときの自己負担

率が少なくなるということだけで、ほんとうに離島で公共投資をやることだけで何とかな

るかと考えると、多分時代が少し変わってきたんではないかというか、こういう理由でそ

ういうことを申し上げます。

ただ、すべて議員立法なのでという話がいつも返ってくるんですが、ただ何が言いたいか

というと、この特殊土壌の話だけは、実はそういう事業をやるときに特別な事情があるんだ

からというので、少し性格が違うんだろうと思います。そういう理解をしています。問題

はそうは言いながら、どこかの時点で条件不利地域の政策体系を見直したほうがいいんじ

ゃないかと思いますんで、その段階にはぜひこの中身はともかくとして、もう１回全体の

中でお考えになるようなことを、そういう心づもりというんですか、柔軟さというか、そ

ういうことを持っていただいたほうがいいんじゃないかなという気がいたします。今まさ

にいろいろおっしゃったような話は今までの事業だけじゃなくて、違うことをやったほう

がいいようなケースもあるかもわかりません。ハザード・マップをもっとたくさんつ

くるとかですね。これは１つです。

ハザード・マップに関しては、人が住んでいる地域については、順次進んでるんだろうと

思います、農地のほうはどうだか、私は知らないんですが。したがってそこはそれでそれぞ

れの部局で進めていただくことが大変重要で、特殊土壌地帯が特別に早くそういうことをや

ったほうがいいんじゃないかとか、そんなことがあるかもわかりません。
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３番目は、ちょっと我田引水なんですが、一番水害が多かった１６年にちょうど私、土木

学会の会長をしてまして、１カ月に２回くらい調査団を派遣して、最後は新潟の地震で、ア

チェの津波でというような大変な年だったんですが、実はたまたまその前年からこの国に

住むために、最低限知っている災害対策の知識は何か、こういう議論をしていました。そ

れは災害の前兆現象は何か、それから起こるメカニズムは何か、それからいざこの段階に

なったら逃げるとか、きわめつきの状況、逃げ方はどうかとか、要するに災害が起こった

後どうするか、常時何をするか。その最低限日本人が知っていることは何かをそれぞれの

専門の人たちにつくってもらって、小学生用、中学・高校用と順次テキストとＤＶＤをつ

くってきました。

この教材は 国交省はもちろんですが、文科省も随分応援していただきまして、全国２万

４,０００小学校があるそうですが、その６割くらいのところには行き渡っています。そん

なのが宮崎県はその普及率がすごく低いという、災害があれだけ起こるところで低いという

ことを、あるとき発見しまして、知事さんに申し上げたことがあるんですが、いわゆる災害

対策だけじゃなくて、そういうことも１つの手段かもわかりません。何が言いたいかという

と、これからどういうふうに政策を組みかえていくかという話を、いつも継続、継続で額を

増やせという話だけじゃ、総投資額が減ってきているときに、間違いなくじり貧になって

いくので、どうも少し、今すぐとは申しませんけれども、そういうことをほかの条件不利

、 。地域とあわせてお考えいただくことが必要なんじゃないかと そんなことを思っています

ただ、もう期限が切れるときにそんな悠長なことを言っていられないというお話もありま

しょうから、大変恐縮ですが、特殊土壌地域対策について、本分科会として意見を出す必要

がございます。事務局のほうで、意見の案を準備いただいているようなので、それを出して

、 。 。いただいて それでご説明と議論をお願いしたいと思います よろしくお願いいたします

【坂本農村政策課長】 それでは、恐縮でございますが、私どもの用意したものについてご

説明と申し上げますか、記以下の朗読をさせていただきますので、ご議論いただければと存じ

ます。

特殊土壌地帯対策を引き続き強力に推進すること。

（理由）特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法に基づく特殊土壌地帯対策は、特殊
．．．

土壌地帯の災害防除と農業生産力の向上に大きな役割を果たしてきたが、依然として、指定地

域において台風にともなう大雨等により大きな被害が発生していること等から、今後とも、同

法に基づく特殊土壌地帯対策を引き続き強力に推進することが必要である。

以上でございます。

【森地分科会長】 手続についても。
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【大矢地方整備課長】 はい。手続の関係でございますけれども、本件につきましては、国

土審議会として関係する大臣に意見を申し出るための今後の手続ということになるわけでござ

いますが、本日議決をいただいた場合は、分科会の議決ということになりまして、この分科会

の議決につきましては、国土審議会運営規則第７条第２項で分科会の議決は国土審議会会長の

同意を得て、審議会の議決とするという規定になっております。したがいまして、本日の分科

会後に分科会長名で会長あてにご報告し、ご同意をいただくという手続を進めまして、さらに

、 、 。その後 国土審議会会長名で関係する大臣に意見を申し出るという このような形になります

以上です。

【 】 。 。 、森地分科会長 ありがとうございます いかがでしょうか ただいまのご説明について

ご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。

よろしいでしょうか。

（ はい」の声あり）「

【森地分科会長】 ありがとうございます。それでは、修正意見はないようですので、この

案が国土審議会の意見となるよう、分科会長であります私のほうから会長へ同意をいただき、

関係大臣に提出いただくよう手続を進めてまいりたいと思います。

（２）その他

【 】 、 。森地分科会長 議事にはその他とありますが ほかにご意見等はございますでしょうか

事務局から何かございますか。

【大矢地方整備課長】 事務局からは、特に用意したものはございません。

【森地分科会長】 よろしいでしょうか。それではないようでしたら、これで終了したいと

思いますが、本日の議事の概要につきましては、速やかに公表したいと思います。よろしくお

願いいたします。

挨拶安原大臣官房審議官

【森地分科会長】 最後に安原大臣官房審議官より、一言ごあいさつをちょうだいしたいと

思います。

【安原大臣官房審議官】 閉会に当たりまして、一言、御礼のごあいさつを申し上げたいと

思います。

委員の皆様方には、大変お忙しい中、当分科会にご出席いただき、貴重なご意見を賜りまし
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て、ほんとうにありがとうございます。

本日、特殊土壌地帯対策につきまして、ご意見いただきました。さらに引き続き、積極的に

対策を実施する旨の意見具申を賜り、この扱いにつきましては所定の手続をしっかりと進めさ

。 、 、 、せていただきたいと考えております また本日の審議 ご意見等を踏まえまして 農林水産省

総務省をはじめとする関係省庁、さらには関係県との緊密な連携により、引き続き対策を鋭意

進めてまいる所存でございます。

また森地分科会長からご指摘のありました点につきましても、いろいろ難しい点、あるいは

それぞれの条件不利地域ごとに共通する事項もあれば、また異なるその特殊な事項もございま

す。いろいろありますが、かねてよりのご指摘であり、十分私どもも問題意識を持ちながら、

勉強させていただきたいと考えております。

今後とも委員の先生方には、よろしくご指導、ご鞭撻を賜りますことをお願い申し上げまし

て、感謝のごあいさつにいたしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

【 】 。 。森地分科会長 どうもありがとうございました 事務局から連絡事項等はございますか

【大矢地方整備課長】 特にございません。

【森地分科会長】 それでは以上をもちまして、国土審議会第３回特殊土壌地帯対策分科会

を閉会いたします。ご協力、大変ありがとうございました。

閉 会


